
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
観察窓と照明窓とを先端の先端構成部に有するカバー用内視鏡と、前記カバー用内視鏡の
挿入部を外挿し、先端には前記観察窓と前記照明窓とに対向する部分に開口部を有し、先
端面には送気送水ノズルを備えた先端カバー部材を有する内視鏡カバーとからなるカバー
式内視鏡において、
前記カバー用内視鏡の先端構成部と前記内視鏡カバーの先端カバー部には

前記先端構成部に前記先端カバー部を係止する係止手段を有し、
前記係止手段
前記カバー用内視鏡の先端面が前記内視鏡カバーにおける送気送水ノズルを備えた先端面
と略 となる位置から、
前記カバー用内視鏡の先端面が前記内視鏡カバーにおける送気送水ノズルを備えた先端面
より後方となる位置との間で０．５ｍｍ以内の範囲内で移動可能に規制し、係止するもの
であり、
前記送気送水ノズルは、前記内視鏡カバーにおける送気送水ノズルを備えた先端面に対し
て送気送水角度が０°～１０°になるように形成した
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、
先端構成部の前向面と先端カバー部材の後向面とが当接し得るとともに先端カバー部材に
設けた係止爪又は固定ピンと先端構成部に設けた溝部の後向面とが当接し得えてなる、
あるいは先端カバー部材に設けた係止爪又は固定ピンと先端構成部に設けた溝部の後向面
及び前向面とが当接し得えてなる、

が、
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ことを特徴とするカバー式内視鏡。
【請求項２】
観察窓と照明窓とを先端の先端構成部に有するカバー用内視鏡と、前記カバー用内視鏡の
挿入部を外挿し、先端には前記観察窓と前記照明窓とに対向する部分に開口部を有し、先
端面には送気送水ノズルを備えた先端カバー部材を有する内視鏡カバーとからなるカバー
式内視鏡において、
前記カバー用内視鏡の先端構成部と前記内視鏡カバーの先端カバー部には

前記先端構成部に前記先端カバー部を係止する係止手段を有し、
前記係止手段
前記カバー用内視鏡の先端面が前記内視鏡カバーにおける送気送水ノズルを備えた先端面
と略 となる位置から、
前記カバー用内視鏡の先端面が前記内視鏡カバーにおける送気送水ノズルを備えた先端面
より前方となる位置との間で移動可能に規制し、係止するものであり、
前記送気送水ノズルは、前記移動可能距離以上の口元高さとした
ことを特徴とするカバー式内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、観察窓と照明窓とを先端の先端構成部に有するカバー用内視鏡と、カバー用内
視鏡の挿入部を外挿し先端面に送気送水ノズルを備えた先端カバー部材を有する内視鏡カ
バーとからなるカバー式内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、人体内の観察等に用いられる内視鏡は、体腔内への挿入部に体液等が付着するのを
防止するために、挿入部に保護チューブを被せて用いられるものが知られている。内視鏡
の使用後は保護チューブが取り外され、新たな保護チューブと交換される。したがって挿
入部が汚染されるのを防止することができ、それらを洗滌する必要がなく洗滌の手間が省
ける。
【０００３】
具体的にはたとえばＵＳＰ４，８０９，６７８の図２にあるように観察光学系の前面に透
明部を設けたカバーで挿入部全体を覆うようにしたものがある。これの挿入部カバーと内
視鏡挿入部との固定は、カバー手元側に設けた弾性端の摩擦力がより行なわれていた。
【０００４】
ＵＳＰ４，８０９，６７８の図３のように内視鏡先端に交換可能な先端部カバーを設け、
先端部カバーの手元側周囲を先端が開口した挿入部カバーの弾性端の摩擦力により固定し
たものもある。これの先端部カバーと内視鏡先端との固定方法に関する詳細は記載されて
いない。
【０００５】
これとは別に実開昭５８－７４２１２や実開昭５８－７７３１８の如く、観察光学系の前
面が開口した挿入部カバーを別体の係止体により外面より水密に固定するタイプのものが
提案されている。
【０００６】
また、特願平５－１１１８７２では、内視鏡カバーの先端カバー部材と、カバー用内視鏡
の先端構成部との間にはシール部材が設けられ両者を固定している。さらに、特願平５－
１７６９７１及びＵＳＰ５，１９３，５２５では、観察窓及び照明窓部分を突出させ、内
視鏡カバーの先端部に設けられた上記部分に対応する開口部に嵌合することで固定するも
のを開示している。
【０００７】
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、
先端カバー部材に設けた係止爪又は固定ピンと先端構成部に設けた後向面及び前向面とが
当接し得えてなる、

が、
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【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の実開昭５８－７４２１２では別体の係止体により外部からカバー用
内視鏡と内視鏡カバーとを水密状態で固定しており、また、特願平５－１１１８７２では
シール部材によりカバー用内視鏡の先端構成部との間を水密状態で固定しているが、これ
らの従来技術では確実に両者の固定状態が保持できない可能性、つまり、ある量両者が軸
方向に動く可能性があり、視野けられ等の光学的不具合のみならず、先端カバー部材の先
端面から先端構成部の先端面が内側にも外側にも移動するような場合には、安定した送気
送水による効果は得られず、さらに移動量によっては、送水、送気が思うように行われず
洗滌、水切れに不具合が生じる虞がある。
【０００８】
また、特願平５－１７６９７１及びＣＰＵ５，１９３，５２５では、観察窓，照明窓と先
端カバー部材の先端の開口部とが嵌合するため、観察窓及び照明窓の周辺に段差ないしは
狭間が生じ送水後の残水がその部位で起こりやすくなり、視野に水滴が見える、もしくは
観察窓すべてに水が覆ってしまう等の光学的な不具合が生じる虞がある。
【０００９】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、簡単な構成により、内視鏡カバーとカ
バー用内視鏡の固定時の固定方法によるがたつきや、製造時の部品の寸法のばらつきによ
り先端構成部の先端面の位置が変動しても、送気、送水等洗滌に不具合が生じることのな
いカバー式内視鏡を提供することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１のカバー式内視鏡は、観察窓と照明窓とを先端の先端構成部に有するカバー
用内視鏡と、前記カバー用内視鏡の挿入部を外挿し、先端には前記観察窓と前記照明窓と
に対向する部分に開口部を有し、先端面には送気送水ノズルを備えた先端カバー部材を有
する内視鏡カバーとからなるカバー式内視鏡において、前記カバー用内視鏡の先端構成部
と前記内視鏡カバーの先端カバー部には

前記先端構成部に前記先端カバー部を係止する係止手段
を有し、前記係止手段 前記カバー用内視鏡の先端面が前記内視鏡カバーにおける送気
送水ノズルを備えた先端面と略 となる位置から、前記カバー用内視鏡の先端面が前記
内視鏡カバーにおける送気送水ノズルを備えた先端面より後方となる位置との間で０．５
ｍｍ以内の範囲内で移動可能に規制し、係止するものであり、前記送気送水ノズルは、前
記内視鏡カバーにおける送気送水ノズルを備えた先端面に対して送気送水角度が０°～１
０°になるように形成したことを特徴とする。
また、本発明の第２のカバー式内視鏡は、観察窓と照明窓とを先端の先端構成部に有する
カバー用内視鏡と、前記カバー用内視鏡の挿入部を外挿し、先端には前記観察窓と前記照
明窓とに対向する部分に開口部を有し、先端面には送気送水ノズルを備えた先端カバー部
材を有する内視鏡カバーとからなるカバー式内視鏡において、前記カバー用内視鏡の先端
構成部と前記内視鏡カバーの先端カバー部には

前記先端構成部に前
記先端カバー部を係止する係止手段を有し、前記係止手段 前記カバー用内視鏡の先端
面が前記内視鏡カバーにおける送気送水ノズルを備えた先端面と略 となる位置から、
前記カバー用内視鏡の先端面が前記内視鏡カバーにおける送気送水ノズルを備えた先端面
より前方となる位置との間で移動可能に規制し、係止するものであり、前記送気送水ノズ
ルは、前記移動可能距離以上の口元高さとしたことを特徴とする。
【００１１】
【実施例】
以下、図面を参照しながら本発明の実施例について述べる。
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先端構成部の前向面と先端カバー部材の後向面とが当接し得るとともに先端カバー部材に
設けた係止爪又は固定ピンと先端構成部に設けた溝部の後向面とが当接し得えてなる、あ
るいは先端カバー部材に設けた係止爪又は固定ピンと先端構成部に設けた溝部の後向面及
び前向面とが当接し得えてなる、

が、
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、先端カバー部材に設けた係止爪又は固定
ピンと先端構成部に設けた後向面及び前向面とが当接し得えてなる、

が、
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【００１２】
図１ないし図７は本発明の第１実施例に係わり、図１はカバー式内視鏡の構成を示す全体
図、図２は図１の先端カバー部材の先端面の構成を示す構成図、図３は図２の送気送水ノ
ズルの形状を示す断面図、図４はカバー用内視鏡を装着した第１の状態における図２のＡ
－Ａ線断面を示す断面図、図５はカバー用内視鏡を装着した第２の状態における図２のＡ
－Ａ線断面を示す断面図、図６は図４に示した第１の状態での送気送水ノズルの作用を説
明する説明図、図７は図５に示した第２の状態での送気送水ノズルの作用を説明する説明
図である。
【００１３】
（構成）
図１に示す第１実施例のカバー式内視鏡２は、電子内視鏡で構成された内視鏡カバー用内
視鏡（以下、カバー用内視鏡と略す）３と、このカバー用内視鏡３が装着されるチャンネ
ル付き内視鏡カバー（以下、内視鏡カバーと略す）４とで構成される。
【００１４】
カバー用内視鏡３は、可撓性の挿入部５と、この挿入部５の後端に設けた操作部６と、こ
の操作部６から延出されたユニバーサルコード７とから構成される。カバー用内視鏡３の
先端部には先端構成部８が設けられている。
【００１５】
一方、カバー用内視鏡３を覆う汚染防止用の内視鏡カバー４は、挿入部カバー部１１、操
作部カバー１２、ユニバーサルコードカバー１３によって構成されていて、前記先端構成
部８を被覆するよう挿入部カバー部１１先端には先端カバー部材１４が設けてある。これ
ら内視鏡カバー４の各部は全て、内視鏡検査に使用される前に予め滅菌されているものが
使用され、内視鏡検査に使用した後は廃棄される。
【００１６】
上記挿入部カバー部１１は、上記内視鏡カバー４のうち、カバー用内視鏡３の挿入部５を
覆う部分及びその基端近傍を覆う部分で構成される。
【００１７】
操作部カバー１２は、カバー用内視鏡３の操作部６を覆うカバー部分である。また、ユニ
バーサルコードカバー１３は、カバー用内視鏡３のユニバーサルコード７を覆う部分であ
る。
【００１８】
図２に示すように、先端カバー部材１４の先端面には開口部２１が設けてあり、先端構成
部８と先端カバー部材１４の位置決めとして先端カバー部材６の開口部２１縁部には支持
部２２が設けられている。
【００１９】
先端構成部５は観察窓２３、照明窓２４を有し、図示しない光源装置からの照明光がカバ
ー用内視鏡３の挿入部５内に挿通された図示しないライトガイドを伝送し照明窓２４より
図示しない観察部位に照射され、その戻り光を観察窓２３より入射するようになっている
。
【００２０】
一方、先端カバー部材１４先端には、送気送水方向が観察窓２３が位置する方向となるよ
う設けた送気送水ノズル２５があり、先端カバー部材１４の送気送水の下流側となる外周
面には切欠部２６が設けてある。また、挿入部カバー部１１には先端カバー部材１４の先
端で開口し処置具等を挿通させる処置具チャンネル２７が設けられている。ここで、送気
送水ノズル２５は、その拡大断面である図３に示すように、先端カバー部材１４の先端面
に対して送気送水角度が０°～１０°となるように形成されている。
【００２１】
図２のＡ－Ａ線断面である図４に示すように、先端構成部８には溝部３１が設けてあり、
その溝部３１と係合するよう先端カバー部材１４には係止爪３２が設けられており、先端
カバー部材１４は外皮３０により覆われ、係止爪３２が径方向外側に押圧された場合、係
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止爪３２を支持する係止爪３２近傍の先端カバー部材１４が弾性変形するようになってい
る。この場合、係止爪３２と溝部３１の係合面に部品のばらつき等により狭間が生じても
狭間は０．５ｍｍ未満とする。
【００２２】
また、先端構成部８と先端カバー部材１４の位置決めとして先端構成部８には突き当て部
３３が設けられていて、先端カバー部材６の開口部２１縁部に設けられた支持部２２と突
き当て部３３が当接した場合には、先端構成部８の先端面と先端カバー部材１４の先端面
が同面となる構成となっている。
【００２３】
なお、観察窓２３から入射した図示しない観察部位からの戻り光は、対物レンズ系３４を
介して撮像部３５で撮像され、撮像信号は撮像ケーブル３６により挿入部５内を伝送し外
部の画像出力装置（図示せず）に出力され、信号処理された後、観察部位の画像が図示し
ないモニタに表示されるようになっている。
【００２４】
（作用）
このように構成されたカバー式内視鏡２では、先端構成部８と先端カバー部材１４に装着
する際には、突き当て部３３が係止爪３２を径方向に押し上げ、係止爪３２が径方向に押
し上げられた状態で挿入され、係止爪３２近傍の係止爪３２を支持する先端カバー部材１
４の弾性力が働くことで、係止爪３２が溝部３１に係合し挿入完となる。
【００２５】
挿入が完了し、先端構成部８が先端カバー部材１４に装着した状態では、係止爪３２と溝
部３１の寸法のばらつき等により狭間が生じる可能性がある。この狭間によって、先端構
成部８は先端カバー部材１４に対し軸方向に移動するが、図４に示したように、軸方向先
端側への移動量は先端構成部８に設けた突き当て部３３と支持部２２の当接によって規制
され、先端構成部８の先端面は先端カバー部材１４の先端面とほぼ同一面になる。また、
軸方向基端側への移動は、図５に示すように、係止爪３２と溝部３１の係合により規制さ
れる。つまり、先端構成部８の移動量は、０．５ｍｍ以内に規制される。
【００２６】
この先端カバー部材１４の先端面に対し移動する先端構成部８の先端面において、先端カ
バー部材１４に設けられた送気送水ノズル２５は、図３に示したように送気送水角が０°
～１０°であるため、図６及び図７に示すように水流（あるいは気流）４１が先端構成部
８先端面にほぼ平行に流出するため、図６のように先端構成部８の先端面と先端カバー部
材１４の先端面とがほぼ同一面となる場合でも、図７のように先端構成部８と先端カバー
部材１４とに段差が生じた場合でも、確実に観察窓部分に送気、送水をする作用がある。
【００２７】
また、開口部２１が観察窓２３、照明窓２４の縁部から離れて両者共通の開口部２１とし
ていることで観察窓２３，照明窓２４近辺に先端構成部８と先端カバー部材１４の嵌合に
よる狭間，段差が生じず、観察窓２３，照明窓２４付近には残水が起きにくくなっている
。
【００２８】
また、先端カバー部材１４外周面に切欠部２６を設けたことにより送気送水ノズル２５か
ら出た水、空気が先端構成部８先端面及び先端カバー部材１４先端面上には残りにくくな
っている。
【００２９】
（効果）
従って、本実施例のカバー式内視鏡２では、先端構成部８の先端面の先端カバー部材１４
の先端面に対する位置の移動を内側方向に規制し、それに合う送気送水ノズル２５を用い
たため、たとえ、先端構成部８と先端カバー部材１４の固定に若干のがたつきがあっても
、洗滌能力は十分に確保できる。つまり、固定法に少々のがたつきがあっても、何ら洗滌
能力には問題ないという効果がある。
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【００３０】
また、開口部２１を観察窓２３、照明窓２４部分と共通とし、開口部２１を大きく取るこ
とで、観察窓２３付近に残水が生じにくく、視野けられ等の光学的不具合が起きにくいと
いう効果がある。
【００３１】
さらに、先端カバー部材８端部に切欠部２６を設けたことでさらに一層水切れが良くなる
という効果がある。
【００３２】
次に、第２実施例について説明する。図８ないし図１４は本発明の第２実施例に係わり、
図８は先端カバー部材の先端面の構成を示す構成図、図９はカバー用内視鏡を装着した図
８のＢ－Ｂ線断面を示す断面図、図１０は図８の送気送水ノズルの形状を示す断面図、図
１１はカバー用内視鏡を装着した第１の状態における図８のＡ－Ａ線断面を示す断面図、
図１２はカバー用内視鏡を装着した第２の状態における図８のＡ－Ａ線断面を示す断面図
、図１３は図１１に示した第１の状態での送気送水ノズルの作用を説明する説明図、図１
４は図１２に示した第２の状態での送気送水ノズルの作用を説明する説明図である。第２
実施例は第１実施例とほとんど同じであるので、異なる構成のみ説明し、同一の構成には
同じ符号を付け説明は省略する。
【００３３】
（構成）
第２実施例では、先端カバー部材１４の開口部２１において、図８に示すように、送気送
水の流路以外の部分に支持部２２ａを設け、図８のＢ－Ｂ線断面である図９に示すように
、先端構成部８の前記支持部２２ａに対向する部分に突き当て部３３が設けられている。
【００３４】
また、先端カバー部材１４先端には、送気送水ノズル２５を備えており、図１０に示すよ
うに、前記送気送水ノズル２５は、送気送水角度１５°、ノズル口元高さ０．５ｍｍ以上
に設定してある。
【００３５】
なお、支持部２２ａと突き当て部３３とが当接した場合には、図１１に示すように、先端
構成部８の先端面が先端カバー部材１４の先端面から０．５ｍｍ突出するよう構成されて
おり、図１２のように係止爪３２と溝部３１で係合している面に狭間が生じて係合が十分
でない場合で、先端構成部８が軸方向基端側へ多少移動するような場合でも、最悪先端カ
バー部材１４の先端面と先端構成部８の先端面がほぼ同面となるよう構成されている。
【００３６】
その他の構成は第１実施例と同じである。
【００３７】
（作用）
本実施例では、突き当て部３３、支持部２２ａ及び係止爪３２、溝部３１は、第１実施例
と同様の作用をし、先端構成部８の先端面の移動量は先端カバー部材１４の先端面より外
側へ０．５ｍｍ以内に規制される。
【００３８】
次に、先端カバー部材１４の先端面に対し移動する先端構成部８の先端面において、先端
カバー部材１４に設けられた送気送水ノズル２５は送気送水角度１５°で観察窓２３に対
し斜方から送気送水を行う。
【００３９】
つまり、図１３のような先端構成部８が先端カバー部材１４から突出した場合には、一度
先端構成部８の先端面に水（もしくは空気）を当てて、その後観察窓２３上を水流（気流
）４１が通ることとなる。
【００４０】
また、図１４のような先端構成部８と先端カバー部材１４が同一面となる場合には、送気
送水ノズル２５による水流（気流）４１が直接観察窓２３に当たる。
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【００４１】
なお、先端構成部８と先端カバー部材１４との面が、図１３と図１４の中間となるような
場合にも、図１３のように作用をする。
【００４２】
その他の作用は第１実施例と同じである。
【００４３】
（効果）
従って、本実施例によれば、先端構成部８の先端面の先端カバー部材１４の先端面に対す
る位置の移動を先端面より外側に規制し、その範囲で洗滌能力をもつ送気送水ノズル２５
を設けたことにより、第１実施例と同様に、たとえ先端構成部８と先端カバー部材１４の
固定に若干のがたつきがあっても洗滌能力は十分に確保できる。つまり、固定法に少々の
がたつきがあっても何ら洗滌能力には問題ないという効果がある。
【００４４】
また、先端構成部８の先端面を先端カバー部材１４の先端面から突出させる方向で先端面
の位置の変動幅を規制しているため、先端構成部８の先端面と先端カバー部材１４の先端
面との境界に落差が生じ、水が先端構成部８の先端面から外部に流れやすく、残水が起き
にくいため、残水による視野の妨げが起きることを防ぐ効果がある。
【００４５】
次に、第３実施例について説明する。図１５ないし図２０は本発明の第３実施例に係わり
、図１５は先端カバー部材の先端面の構成を示す構成図、図１６はカバー用内視鏡を装着
した図１５のＣ－Ｃ線断面を示す断面図、図１７はカバー用内視鏡を装着した第１の状態
における図１５のＡ－Ａ線断面を示す断面図、図１８はカバー用内視鏡を装着した第２の
状態における図１５のＡ－Ａ線断面を示す断面図、図１９は図１８に示した第２の状態で
の送気送水ノズルの作用を説明する説明図、図２０は図１７に示した第１の状態での送気
送水ノズルの作用を説明する説明図である。第３実施例は第１実施例とほとんど同じであ
るので、異なる構成のみ説明し、同一の構成には同じ符号を付け説明は省略する。
【００４６】
（構成）
第３実施例では、図１５のように先端カバー部材１４において、観察上視野に入ってこな
い程度まで長くした送気送水ノズル２５を開口部２１に覆い被せる形で設置する。この場
合、送気送水ノズル２５が第１実施例における支持部２２を兼ねる構成となる。
【００４７】
また、先端構成部８の先端面が送気送水ノズル２５に当接した場合は、図１６に示すよう
に、先端構成部８の先端面が先端カバー部材１４の先端面と同面になるよう構成されてお
り、また、図１７に示すように、先端構成部８の軸方向基端側への移動は係止爪３２と溝
部３１との当接により規制するよう構成している。その他の構成は第１実施例と同じであ
る。
【００４８】
（作用）
本実施例では、第１実施例と同様な作用により、先端構成部８を先端カバー部材１４に挿
入し終わると、先端構成部８と先端カバー部材１４が係止爪３２と溝部３１の係合によっ
て固定される。この際、係止爪３２と溝部３１が係合する面には、はめ合いの関係上、部
品上の寸法のばらつきにより、狭間が生じる。この狭間により先端構成部８は先端カバー
部材１４に対し軸方向に移動するが、軸方向先端側への移動量は、図１８に示すように、
先端構成部８の先端面と送気送水ノズル２５の当接によって規制され、先端構成部８の先
端面は先端カバー部材１４の先端面と同面になる。
【００４９】
また、軸方向基端側への移動は係止爪３２と溝部３２の係合により規制される。つまり、
先端構成部８の移動量は０．５ｍｍ以内に規制される（図１７参照）。
【００５０】
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開口部２１に覆い被せるよう設置した送気送水ノズル２５は、図１９に示すような先端構
成部８の先端面が先端カバー部材１４の先端面と同面になっている場合の他、図２０に示
すような先端構成部８と先端カバー部材１４の嵌合による段差がある場合での、段差等の
障害を回避して、水流４１（気流）により観察窓２３に直に送気送水を行える作用がある
。
【００５１】
その他の作用は第１実施例と同じである。
【００５２】
（効果）
従って、本実施例によれば、先端構成部８の先端面の先端カバー部材１４の先端面に対す
る位置の移動を先端面より内側にしその範囲で洗滌能力をもつ送気送水ノズル２５を設け
たため、先端構成部８と先端カバー部材１４の固定に０．５ｍｍ程度のがたつきがあって
も洗滌能力と水切れ性能は十分に確保できる。
【００５３】
また、送気送水ノズル２５を長くし、観察窓２３に近づけたことによって、直に観察窓２
３に対し送気送水が行え、また、先端カバー部材１４と先端構成部８との嵌合による段差
、狭間等の障害を回避でき、洗滌性、水切れ性が向上するという効果がある。
【００５４】
なお、本実施例において、送気送水ノズル２５は全体を長く開口部２１に覆い被せずとも
ノズルの口元部分を伸ばしても同様の効果が得られる。
【００５５】
次に、第４実施例について説明する。図２１ないし図２７は本発明の第４実施例に係わり
、図２１は先端カバー部材の先端面の構成を示す構成図、図２２はカバー用内視鏡を装着
した図２１のＡ－Ａ線断面を示す断面図、図２３はカバー用内視鏡の装着開始状態におけ
る図２１のＡ－Ａ線断面を示す断面図、図２４はカバー用内視鏡の装着終了状態における
図２１のＡ－Ａ線断面を示す断面図、図２５はカバー用内視鏡を装着した先端カバー部材
の第１の変形例の図２１におけるＡ－Ａ線断面を示す断面図、図２６はカバー用内視鏡を
装着した先端カバー部材の第２の変形例である側視型の先端カバー部材の構成を示す構成
図、図２７は図２６のＤ－Ｄ線断面を示す断面図である。第４実施例は第１実施例とほと
んど同じであるので、異なる構成のみ説明し、同一の構成には同じ符号を付け説明は省略
する。
【００５６】
（構成）
本実施例においては、図２１に示すように、先端カバー部材１４の先端面の構成は第１実
施例と同様であり、図２１のＡ－Ａ線断面である図２２に示すように、先端カバー部材１
４には、第１実施例で先端構成部８に設けた溝部３１と係合する係止爪３２の代わりに、
固定ピン５１とその固定ピン５１に嵌合する穴部５２を設けている。また、固定ピン５１
は外皮３０が弾性変形した場合には、その弾性力が伝わるよう設けられている。ここで固
定ピン５１と穴部５２の嵌合、及び固定ピン５１と溝３１とのはめ合いでの隙間は、部品
バラツキを含めても０．５ｍｍ以内となるよう設けている。
【００５７】
また、この時先端構成部８が軸方向先端側に移動した場合、移動量が最大の時、先端構成
部８先端面が先端カバー部材１４の先端面とほぼ同面となるよう構成されている。なお、
図２１において、２つの送気送水ノズル２５のうち観察窓２３から遠い方を送水専用とす
る。
【００５８】
その他の構成は第１実施例と同じである。
【００５９】
（作用）
本実施例では、先端構成部８が先端カバー部材１４に挿入する際、図２３に示すように、
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先端構成部８の先端にある斜面が固定ピン５１を押し上げ挿入され、先端構成部８の挿入
がさらに進み、外皮３０の弾性力により固定ピン５１が中心方向に押され、図２４に示す
ように、溝部３１に固定ピン５１が嵌合すると先端構成部８と先端カバー部材１４の固定
は完了となる。
【００６０】
先端構成部８と先端カバー部材１４の固定が完了した場合、固定ピン５１と溝部３１とで
嵌合している部分には隙間があり、先端構成部８は先端カバー部材１４に対し軸方向に移
動する。この時軸方向先端側に移動した場合には、先端構成部８の先端面は先端カバー部
材１４の先端面とほぼ同一面上になり（図２２参照）、また、軸方向基端側に移動した場
合には、先端構成部８の先端面が先端カバー部材１４の先端面から最大でも０．５ｍｍ内
側に入った状態に規制できる（図２４参照）。
【００６１】
この先端カバー部材１４の先端面に対し移動する先端構成部８の先端面において、先端カ
バー部材１４に設けられた送気送水ノズル２５は、第１実施例と同じ作用をする。
【００６２】
（効果）
従って、本実施例によれば、先端構成部８の先端面の先端カバー部材１４の先端面に対す
る位置の移動量を送気送水ノズル２５の洗滌能力範囲内に規制したため、先端構成部８と
先端カバー部材１４の固定に０．５ｍｍ程度のがたつきがあっても、第１実施例と同様に
、洗滌能力、水切れ性能は十分に確保できる。
【００６３】
また、開口部２１縁部に支持部２２を設けていないため、開口部２１を大きく取ることが
でき、観察窓２３，照明窓２４近傍に残水が起きるような先端カバー部材１４と先端構成
部８との嵌合による狭間や段差は生じない。
【００６４】
なお、送気送水ノズル２５において、観察窓２３から遠い方を送水用ノズルとすることで
、ノズル口元に残水が起きた場合でもその残水が視野に入る可能性はより少なくなる。
【００６５】
また、上記第１～第４実施例において、図２５のように先端カバー部材１４に処置具チャ
ンネル２７と先端カバー部材１４の先端構成部８が挿入される空間に導通孔５５を設けて
やることにより、先端カバー部材１４を先端構成部８の狭間に入り込んだ水及び汚物を処
置具チャンネル２７を通じ回収し、除去することができる。
【００６６】
さらに、側視型内視鏡においては、図２６及び図２６のＤ－Ｄ線断面である図２７に示す
ように、処置具チャンネル２７のチャンネル開口部２７ａと先端カバー部材１４に先端構
成部８が挿入される空間との間に導通口５５を設けることにより、先端構成部８と先端カ
バー部材１４との間に入った水もしくは汚物を導通口５５からチャンネル開口部２７ａを
通じ処置具チャンネル２７に挿通される吸引チューブ５６から回収できることより、より
観察窓２３上及び照明窓２４上の水切れが良くなる。
【００６７】

まず、 について説明する。図２８ないし図３０は本発明の に係わり
、図２８は先端カバー部材の構成を示す断面図、図２９は図２８の先端カバー部材へのカ
バー用内視鏡の装着状態を示す断面図、図３０は図２８の溝部及び係止爪の作用を説明す
る拡大図である。 は第１実施例とほとんど同じであるので、異なる構成のみ説
明し、同一の構成には同じ符号を付け説明は省略する。
【００６８】
（構成）
本 では、先端構成部８には溝部６１が設けてあり、その溝部６１と係合するよう先
端カバー部材１４には係止爪６２が設けられており、少なくとも係止爪６２周辺は弾性部
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　次に、本発明の参考例について説明する。
第１参考例 第１参考例

第１参考例

参考例



材から形成されている。
【００６９】
また、先端カバー部材１４の先端面には開口部２１が設けてあり、先端構成部９と先端カ
バー部材１４の位置決めとして、先端構成部８には突き当て部３３が先端カバー部材１４
の開口部２１縁部には支持部２２が設けられている。
【００７０】
なお、溝部６１の先端側基板側の面は斜面を成しておりこの斜面に係合するよう係止爪６
２にも斜面が設けられている。
【００７１】
また、突き当て部３３と溝部６１との距離より支持部２２から係止爪６２の距離を短く設
定してある。
【００７２】
その他の構成は第１実施例と同じである。
【００７３】
（作用）
このように構成された本 においては、先端構成部８を先端カバー部材１４に装着す
る際には、図２９に示すように、突き当て部３３が係止爪６２を径方向に押し上げ挿入さ
れ溝部６１に係止されることで装着完となる。
【００７４】
装着が完了すると、支持部２２から係止爪６２までの距離は突き当て部３３と溝部７１ま
での距離より短いため、係止爪６２周辺は弾性変形した状態で係止爪６２と溝部６１が係
合する。
【００７５】
この場合、弾性変形による弾性力により係止爪６２が溝部６１を、図３０の矢印の方向に
押圧する。すると、先端構成部８は軸方向先端側を径方向に押圧され、突き当て部３３は
支持部２２と、また先端構成部８の径方向中心側の面と先端カバー部材１４の径方向中心
側の面は密着状態となる。
【００７６】
その他の作用は第１実施例と同じである。
【００７７】
（効果）
従って、本 では、先端構成部８と先端カバー部材１４が送気送水ノズル２５側で密
着することにより、両者に狭間が無くなり送気送水時の障害となる部分が減り、第１実施
例と同様に、安定した送気送水が行える効果がある。
【００７８】
次に、 について説明する。図３１は本発明の に係る先端カバー部材
の構成を示す断面図である。 は とほとんど同じであるので、異なる
構成のみ説明し、同一の構成には同じ符号を付け説明は省略する。
【００７９】
（構成）
本 では、 と同様に、先端構成部８には溝部６１を有し、その溝部６
１と係合するよう係止爪６２が先端カバー部材１４に設けられている。この場合、突き当
て部３３と支持部２２の当接及び係止爪６２と溝部６１の係合により、先端構成部８と先
端カバー部材１４が位置決めするよう構成されている。
【００８０】
また、先端構成部８の外周面には磁石７１が設けてあり、先端カバー部材１４にはその磁
石７１に対向する位置に磁石７１と引力を発する向きに向けた磁石７２が設けてある。
【００８１】
その他の構成は と同じである。
【００８２】
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（作用）
本 においては、先端構成部８が先端カバー部材１４に挿入されると係止爪６２
と溝部６１に係合する。その際軸方向先端側には突き当て部３３と支持部２２の当接によ
り移動が規制され、先端構成部８と先端カバー部材１４の位置決めされ、先端構成部８と
先端カバー部材１４の固定が完了する。また、磁石７１、７２の磁力による引力で先端構
成部８と先端カバー部材１４が密着する。
【００８３】
その他の作用、効果は と同じである。
【００８４】
なお、磁石７１、７２による磁力でなくとも、粘着性のある物質を磁石の代わりに設けて
も同様の効果は得られる。
【００８５】
次に、 について説明する。図３２は本発明の に係る先端カバー部材
の構成を示す断面図である。 は とほとんど同じであるので、異なる
構成のみ説明し、同一の構成には同じ符号を付け説明は省略する。
【００８６】
（構成）
本 では、 の係止爪６２及び溝部６１の代わりに、先端カバー部材１
４には、下穴貫通しためねじ部８１が設けてあり、また先端カバー部材１４の外周に設け
られた外皮３０の前記めねじ部８１に対向する部分には貫通穴８２が設けてあり、そのめ
ねじ部８１、貫通穴８２に対し外部から固定ビス８３を取り付けてある。この固定ビス８
３のねじ部長さは、外皮３０の厚さ、先端カバー部材１４の厚さ、先端カバー部材１４と
先端構成部８の狭間を合わせた長さよりも長いものとなっている。
【００８７】
その他の構成は と同じである。
【００８８】
（作用）
本 においては、先端構成部８と先端カバー部材１４に挿入し、突き当て部３３
が支持部２２に当接し、先端構成部８の先端面と先端カバー部材１４の先端面との位置決
めをした後、外部から固定ビス８３を締めることにより固定ビス８３が先端構成部８を径
方向中心側に押圧し、先端カバー部材１４と密着状態にすることで両者を固定し、固定完
了となる。
【００８９】
その他の作用、効果は と同じである。
【００９０】
次に、 について説明する。図３３は本発明の に係る先端カバー部材
の構成を示す断面図である。 は とほとんど同じであるので、異なる
構成のみ説明し、同一の構成には同じ符号を付け説明は省略する。
【００９１】
（構成）
本 では、先端カバー部材８の先端面の外周全周部分に切欠部９１を設け、その
切欠部９１には先端構成部８と先端カバー部材１４を外挿するＯリング９２が備えてある
。
【００９２】
その他の構成は と同じである。
【００９３】
（作用）
本 においては、係止爪６２と溝部６１との係合と支持部２２と突き当て部３３
の当接により、先端構成部８と先端カバー部材１４の固定が完了する。その後Ｏリング９
２を切欠部９１に外挿することで、Ｏリング９２は先端構成部８と先端カバー部材１４と
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をその弾性力で押圧し両者を密着させる。
【００９４】
その他の作用、効果は と同じである。
【００９５】
なお、本発明は上記各実施例に限らず、各実施例間で発明の要旨を逸脱しない範囲で組み
換え可能であることは言うまでもない。
【００９６】
［付記］
（付記項１）　観察窓と照明窓とを先端の先端構成部に有するカバー用内視鏡と、
前記カバー用内視鏡の挿入部を外挿し、先端には前記観察窓と前記照明窓とに対向する部
分に開口部を有し、先端面には送気送水ノズルを備えた先端カバー部材を有する内視鏡カ
バーと
からなるカバー式内視鏡において、
前記先端構成部の先端面位置と前記送気送水ノズルの口元高さ位置とが挿入方向に対して
同位置か、あるいは前記送気送水ノズルの口元高さ位置の方が先端に位置する
ことを特徴とするカバー式内視鏡。
【００９７】
（付記項２）　前記先端構成部の先端面と前記先端カバー部材の先端面との挿入方向位置
を同一面、あるいは段差を構成する規制手段を備えた
ことを特徴とする付記項１に記載のカバー式内視鏡。
【００９８】
（付記項３）　前記規制手段は、前記先端構成部と前記先端カバー部材との間に設けた挿
入方向の当接面と、周方向の少なくとも１つの凹凸部である
ことを特徴とする付記項２に記載のカバー式内視鏡。
【００９９】
（付記項４）　前記規制手段は、前記先端構成部と前記送気送水ノズルの一部である
ことを特徴とする付記項２に記載のカバー式内視鏡。
【０１００】
（付記項５）　観察窓と照明窓とを先端の先端構成部に有するカバー用内視鏡と、
前記カバー用内視鏡の挿入部を外挿し、先端には前記観察窓と前記照明窓とに対向する部
分に開口部を有し、先端面には送気送水ノズルを備えた先端カバー部材を有する内視鏡カ
バーと
からなるカバー式内視鏡において、
前記先端カバー部材の内部の少なくとも一部で、前記先端構成部が密着している
ことを特徴とするカバー式内視鏡。
【０１０１】
（付記項６）　観察窓と照明窓とを先端の先端構成部に有するカバー用内視鏡と、
前記カバー用内視鏡の挿入部を外挿し、先端には前記観察窓と前記照明窓とに対向する部
分に開口部を有し、先端面には送気送水ノズルを備えた先端カバー部材を有する内視鏡カ
バーと
からなるカバー式内視鏡において、
前記先端カバー部材の内部の少なくとも一部で、前記先端構成部が前記送気送水ノズル側
で密着している
ことを特徴とするカバー式内視鏡。
【０１０２】
（付記項７）　観察窓と照明窓を先端部の先端構成部に有するカバー用内視鏡と、
前記カバー用内視鏡の挿入部を外挿し、先端には前記観察窓と照明窓と対向する部分に開
口部を設け、先端面には送気、送水ノズル備えた先端カバー部材を有する内視鏡カバーと
の組み合わせから構成されるカバー式内視鏡において、
前記先端カバー部材上の送気送水ノズルから先端構成部上の観察窓に至る部分において、
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先端カバー部材と先端構成部とに段差を設け、前記段差に合う送気送水ノズルを設けた
ことを特徴とするカバー式内視鏡。
【０１０３】
（付記項８）　前記先端カバー部材と前記先端構成部から成る前記段差は、前記先端構成
部の方が内側になるよう規制した
ことを特徴とする付記項７に記載のカバー式内視鏡。
【０１０４】
（付記項９）　前記先端カバー部材と前記先端構成部から成る前記段差は、前記先端構成
部の方が外側になるよう規制した
ことを特徴とする付記項７に記載のカバー式内視鏡。
【０１０５】
（付記項１０）　前記送気送水ノズルの送気送水角度が０°～１０°である
ことを特徴とする付記項８に記載のカバー式内視鏡。
【０１０６】
（付記項１１）　前記送気送水ノズルの送気送水角度が１５°である
ことを特徴とする付記項９に記載のカバー式内視鏡。
【０１０７】
（付記項１２）　前記先端構成部の先端面の位置を規制する規制手段を備え、
前記規制手段は、前記先端カバー部材の前記開口部に設けた支持部と前記先端構成部の外
周に設けた突き当て部との当接から成る
ことを特徴とする付記項７に記載のカバー式内視鏡。
【０１０８】
（付記項１３）　前記支持部が前記開口部全周にある
ことを特徴とする付記項１２に記載のカバー式内視鏡。
【０１０９】
（付記項１４）　前記支持部が前記開口部の一部分に設けた
ことを特徴とする付記項１２に記載のカバー式内視鏡。
【０１１０】
（付記項１５）　前記支持部を送気送水時に水もしくは気体が通る部分以外の部分に設け
た
ことを特徴とする付記項１４に記載のカバー式内視鏡。
【０１１１】
（付記項１６）　前記送気送水ノズルを前記開口部上に覆い被せた状態で設けることによ
り、前記送気送水ノズルが前記先端構成部の位置を規制する前記支持部となる
ことを特徴とする付記項１２に記載のカバー式内視鏡。
【０１１２】
（付記項１７）　前記先端カバー部材と前記先端構成部とから成る前記段差において、前
記先端構成部の方が常に前記開口部より内側となるようにした
ことを特徴とする付記項８に記載のカバー式内視鏡。
【０１１３】
（付記項１８）　前記先端カバー部材と前記先端構成部とから成る前記段差において、前
記先端構成部の方が常に前記開口部より外側となるようにした
ことを特徴とする付記項９に記載のカバー式内視鏡。
【０１１４】
（付記項１９）　前記先端カバー部材と前記先端構成部から成る前記段差は、前記先端構
成部の方が内側に０．５ｍｍ未満となるよう規制する
ことを特徴とする付記項８、１２、１７のいずれか１つに記載のカバー式内視鏡。
【０１１５】
（付記項２０）　前記先端カバー部材と前記先端構成部から成る前記段差は、前記先端構
成部の方が外側に０．５ｍｍ未満となるよう規制する
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ことを特徴とする付記項８、１２、１７のいずれか１つに記載のカバー式内視鏡。
【０１１６】
（付記項２１）　前記先端カバー部材の前記観察窓と前記照明窓と対向する部分は、共通
の１つの前記開口部によって開口している
ことを特徴とする付記項７に記載のカバー式内視鏡。
【０１１７】
（付記項２２）　前記送気送水ノズルが複数の場合、前記観察窓から遠い方を送水用とし
た
ことを特徴とする付記項７に記載のカバー式内視鏡。
【０１１８】
（付記項２３）　前記先端カバー部材において、前記先端カバー部材の外周面に水切れが
良いよう切欠部を設けた
ことを特徴とする付記項７に記載のカバー式内視鏡。
【０１１９】
（付記項２４）　前記切欠部は、前記送気送水ノズルの下流側に設けた
ことを特徴とする付記項２３に記載のカバー式内視鏡。
【０１２０】
（付記項２５）　前記先端カバー部材において、前記先端カバー部材上で水切れが良いよ
う前記先端カバー部材を前記送気送水ノズルの下流側には設けない
ことを特徴とする付記項７に記載のカバー式内視鏡。
【０１２１】
（付記項２６）
観察窓と照明窓を先端部の先端構成部に有するカバー用内視鏡と、
前記カバー用内視鏡の挿入部を外挿し、先端には前記観察窓と照明窓と対向する部分に開
口部を設け先端面には送気、送水ノズルを備えた先端カバー部材を有する内視鏡カバーと
の組み合わせから構成されるカバー式内視鏡において、
前記先端構成部と前記先端カバー部材とが先端面で送気送水の妨げにならないよう前記送
気送水ノズル側に於いて密着している
ことを特徴としたカバー式内視鏡。
【０１２２】
（付記項２７）　前記先端構成部と前記先端カバー部材とが前記先端カバー部材の弾性力
により密着している
ことを特徴とする付記項２６に記載のカバー式内視鏡。
【０１２３】
（付記項２８）　前記先端構成部と前記先端カバー部材とが外部からの係止手段により密
着している
ことを特徴とする付記項２６に記載のカバー式内視鏡。
【０１２４】
（付記項２９）　外部から前記先端構成部５を弾性部材で締め付けることにより、前記先
端構成部と前記先端カバー部材が密着している
ことを特徴とする付記項２８に記載のカバー式内視鏡。
【０１２５】
（付記項３０）　外部から前記先端カバー部材と前記先端構成部をビス止めすることによ
り両者が密着している
ことを特徴とする付記項２８に記載のカバー式内視鏡。
【０１２６】
（付記項３１）　前記先端構成部と前記先端カバー部材が磁力により密着している
ことを特徴とする付記項２７に記載のカバー式内視鏡。
【０１２７】
（付記項３２）　前記先端構成部と前記先端カバー部材が粘着力により密着している
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ことを特徴とする付記項２７に記載のカバー式内視鏡。
【０１２８】
（付記項３３）　前記弾性部材がＯリングから成る
ことを特徴とする付記項２９に記載のカバー式内視鏡。
【０１２９】
【発明の効果】
以上説明したように本発明のカバー式内視鏡によれば、先端構成部の先端面位置と送気送
水ノズルの口元高さ位置とが挿入方向に対して同位置か、あるいは送気送水ノズルの口元
高さ位置の方が先端に位置させているので、内視鏡カバーとカバー用内視鏡の固定時の固
定方法によるがたつきや、製造時の部品の寸法のばらつきにより先端構成部の先端面の位
置が変動しても、送気、送水等洗滌に不具合が生じることがないという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例に係るカバー式内視鏡の構成を示す全体図
【図２】図１の先端カバー部材の先端面の構成を示す構成図
【図３】図２の送気送水ノズルの形状を示す断面図
【図４】カバー用内視鏡を装着した第１の状態における図２のＡ－Ａ線断面を示す断面図
【図５】カバー用内視鏡を装着した第２の状態における図２のＡ－Ａ線断面を示す断面図
【図６】図４に示した第１の状態での送気送水ノズルの作用を説明する説明図
【図７】図５に示した第２の状態での送気送水ノズルの作用を説明する説明図
【図８】本発明の第２実施例に係る先端カバー部材の先端面の構成を示す構成図
【図９】カバー用内視鏡を装着した図８のＢ－Ｂ線断面を示す断面図
【図１０】図８の送気送水ノズルの形状を示す断面図
【図１１】カバー用内視鏡を装着した第１の状態における図８のＡ－Ａ線断面を示す断面
図
【図１２】カバー用内視鏡を装着した第２の状態における図８のＡ－Ａ線断面を示す断面
図
【図１３】図１１に示した第１の状態での送気送水ノズルの作用を説明する説明図
【図１４】図１２に示した第２の状態での送気送水ノズルの作用を説明する説明図
【図１５】本発明の第３実施例に係る先端カバー部材の先端面の構成を示す構成図
【図１６】カバー用内視鏡を装着した図１５のＣ－Ｃ線断面を示す断面図
【図１７】カバー用内視鏡を装着した第１の状態における図１５のＡ－Ａ線断面を示す断
面図
【図１８】カバー用内視鏡を装着した第２の状態における図１５のＡ－Ａ線断面を示す断
面図
【図１９】図１８に示した第２の状態での送気送水ノズルの作用を説明する説明図
【図２０】図１７に示した第１の状態での送気送水ノズルの作用を説明する説明図
【図２１】本発明の第４実施例に係る先端カバー部材の先端面の構成を示す構成図
【図２２】カバー用内視鏡を装着した図２１のＡ－Ａ線断面を示す断面図
【図２３】カバー用内視鏡の装着開始状態における図２１のＡ－Ａ線断面を示す断面図
【図２４】カバー用内視鏡の装着終了状態における図２１のＡ－Ａ線断面を示す断面図
【図２５】カバー用内視鏡を装着した先端カバー部材の第１の変形例の図２１におけるＡ
－Ａ線断面を示す断面図
【図２６】カバー用内視鏡を装着した先端カバー部材の第２の変形例である側視型の先端
カバー部材の構成を示す構成図
【図２７】図２６のＤ－Ｄ線断面を示す断面図
【図２８】本発明の に係る先端カバー部材の構成を示す断面図
【図２９】図２８の先端カバー部材へのカバー用内視鏡の装着状態を示す断面図
【図３０】図２８の溝部及び係止爪の作用を説明する拡大図
【図３１】本発明の に係る先端カバー部材の構成を示す断面図
【図３２】本発明の に係る先端カバー部材の構成を示す断面図
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【図３３】本発明の に係る先端カバー部材の構成を示す断面図
【符号の説明】
２…カバー式内視鏡
３…カバー用内視鏡
４…内視鏡カバー
５…挿入部
６…操作部
７…ユニバーサルコード
８…先端構成部
１１…挿入部カバー部
１２…操作部カバー
１３…ユニバーサルコードカバー
１４…先端カバー部材
２１…開口部
２２，２２ａ…支持部
２３…観察窓
２４…照明窓
２５…送気送水ノズル
２６，９１…切欠部
２７…処置具チャンネル
２７ａ…処置具チャンネル開口部
３０…外皮
３１，６１…溝部
３２，６２…係止爪
３３…突き当て部
３４…対物レンズ系
３５…撮像部
３６…撮像ケーブル
４１…水流
５１…固定ピン
５２…穴部
５５…導通口
５６…吸引チューブ
７１，７２…磁石
８１…めねじ部
８２…貫通穴
８３…固定ビス
９２…Ｏリング
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

(17) JP 3540407 B2 2004.7.7



【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】
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